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(57)【要約】
【課題】商品にヘッダーシールを貼り付け、商品を購入
者の視点よりも高低に配置する場合に、ヘッダーシール
の視認性を保持する。
【解決手段】　接着剤層を介して被着体に貼り付けされ
るヘッダーシール６であって、上方から順に、起立区画
部１２、接着区画部１３と平行区画部１４に区画され、
接着区画部の裏面に接着剤層１５を積層したシールであ
る。起立区画部１２と接着区画部１３の境界に表面側か
ら型押しして形成した凹みにより癖付け予定線１８が形
成されている。癖付け予定線は起立区画部を起立させる
ように力を加えて癖付け操作をすれば、癖付け状態が維
持されるものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材シート、基材シートの裏面の一部領域に積層された接着剤層を備え、前記接着剤層
を介して被着体に貼り付けされるヘッダーシールであって、
　基材シートは合成樹脂製であり
　前記基材シートの上下中間部分に左右に延在する接着区画部があり、
　前記基材シートの上部領域は起立区画部であって、前記起立区画部は直線である第一境
界線で前記接着区画部と区画され、第一境界線は前記基材シートの左輪郭線と右輪郭線を
結んでいて、
　前記基材シートの下部領域は平行区画部であり、前記平行区画部は前記接着区画部と接
していて、
　前記接着区画部の裏面であって、前記接着区画部の全部又は一部領域に接着剤層を積層
していて、
　第一境界線に重ねて表面側から型押しして形成した凹みにより癖付け予定線が形成され
ていて、
　前記癖付け予定線は、前記起立区画部と前記接着区画部が各々の表面側に谷を作るよう
に力を加えて癖付けすれば、前記起立区画部が遊離状態にあるかぎり当該癖付け状態が維
持されるものであって、当該癖付けの程度は、接着区画部を水平状態としたときに起立し
た起立区画部が水平面と作る２つの角度の中で数値の小さい角度が３０度以上６０度以下
となる癖付け予定線であるヘッダーシール。
【請求項２】
　前記接着剤層を形成する接着剤は透明であり、
　前記基材シートは透明であり、
　前記起立区画部に印刷が施されていて、前記起立区画部に在る透明部分の合計面積が前
記起立区画部総面積の１０％以上９５％以下である請求項１に記載したヘッダーシール。
【請求項３】
　前記平行区画部に印刷が施されていて、前記平行区画部に在る透明部分の合計面積が前
記平行区画部総面積の１０％以上９５％以下である請求項１又は２いずれかに記載したヘ
ッダーシール。
【請求項４】
　商品外装に、請求項１に記載したシールを貼り付けたヘッダーシール付商品。
【請求項５】
　前記商品外装は直方体であり、
　前記商品外装の稜線と前記シールの前記接着区画部を離隔して貼り付けた請求項４に記
載したヘッダーシール付商品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品や包装用箱に貼付され、商品等の訴求力を発揮又は増大するヘッダーシ
ール（アテンションラベル、ＰＯＰラベルと称される場合もある）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、商品の包装箱等に貼り付けられるヘッダーシールが使用されている。ヘッダーシ
ールは基材シートの下部領域を接着部とし上部領域を表示部として、表示部にＰＯＰ文言
等を印刷している。このヘッダーシールの接着部を包装箱等の側面に貼り付けると、表示
部が当該側面の延長面に、かつ、包装箱等の天面を超えて立ち上がる。こうして、包装箱
等の表面を超過したＰＯＰ領域を作り出して、商品等の訴求力を発揮又は増大している。
【０００３】
　また、上記したヘッダーシールと同様に接着部と表示部を有するシールであって、接着
部と表示部の境界線に切り込み線を形成したヘッダーシールが提案されている。当該ヘッ
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ダーシールはその接着部を包装箱等の天面に貼り付けて、表示部を引き起こすと表示部が
天面の上方に立ち上がる（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　しかし、従来のヘッダーシールにあって、その表示部は包装箱等の底面に対して略直角
の角度に位置付けられている。一方、商店等では商品棚を使用して、多種、多数の商品を
上下空間に配置している。
【０００５】
　概略、入店者の視点の高さに、従来のヘッダーシール付包装箱等が配置陳列された場合
には、視線とヘッダーシール表示部が正対して表示部の視認性が良く、販売促進効果が発
揮される。しかし、商品棚の下段（又は上段の場合もある）にヘッダーシール付包装箱等
が配置陳列された場合には、視線とヘッダーシール表示部の伏角が大きくなるため表示部
の視認性が悪く、販売促進効果が発揮されないという問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－２３０１８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、入店者の視点位置よりも低い位置（あるいは高い位
置）に商品を置く場合に、ヘッダーシール表示部の視認性が悪化する点を解決することに
ある。
【０００８】
　本発明のその他の課題は、本発明の説明により明らかになる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以下に課題を解決するための手段を述べる。理解を容易にするために、本発明の実施態
様に対応する符号を付けて説明するが、本発明は当該実施態様に限定されるものではない
。また、符号である数字は部品などを集合的に示す場合があり、後に説明する実施例にお
いて個別の部品などを示す場合に、当該数字のあとにアルファベットの添字を付けている
ものがある。
【００１０】
　本発明の一の態様にかかるヘッダーシール(6)は、
　基材シート、基材シートの裏面の一部領域に積層された接着剤層を備え、前記接着剤層
を介して被着体に貼り付けされるヘッダーシールであって、
　基材シート(11)は合成樹脂製であり
　前記基材シートの上下中間部分に左右に延在する接着区画部(13)があり、
　前記基材シートの上部領域は起立区画部(12)であって、前記起立区画部は直線である第
一境界線(16)で前記接着区画部と区画され、第一境界線は前記基材シートの左輪郭線(21)
と右輪郭線(22)を結んでいて、
　前記基材シートの下部領域は平行区画部(14)であり、前記平行区画部は前記接着区画部
と接していて、
　前記接着区画部の裏面であって、前記接着区画部の全部又は一部領域に接着剤層(15 )
を積層していて、
　第一境界線に重ねて表面側から型押しして形成した凹みにより癖付け予定線(18)が形成
されていて、
　前記癖付け予定線は、前記起立区画部と前記接着区画部が各々の表面側に谷を作るよう
に力を加えて癖付けすれば、前記起立区画部が遊離状態にあるかぎり当該癖付け状態が維
持されるものであって、当該癖付けの程度は、接着区画部を水平状態としたときに起立し
た起立区画部が水平面と作る２つの角度の中で数値の小さい角度が３０度以上６０度以下
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となる癖付け予定線である。
【００１１】
　本発明の好ましい実施態様にかかるヘッダーシールは、前記接着剤層を形成する接着剤
は透明であり、前記基材シートは透明であり、前記起立区画部に印刷が施されていて、前
記起立区画部に在る透明部分の合計面積が前記起立区画部総面積の１０％以上９５％以下
であってもよく、さらに、前記平行区画部に印刷が施されていて、前記平行区画部に在る
透明部分の合計面積が前記平行区画部総面積の１０％以上９５％以下であってもよい。
【００１２】
　これら好ましい実施態様にかかるヘッダーシールは、商品外装の本来の表示の視認性を
確保できるという利点を有する。
【００１３】
　本発明の他の態様にかかるヘッダーシール付商品は、商品外装に、本発明にかかるヘッ
ダーシールを貼り付けたものである。
【００１４】
　本発明の好ましい実施態様にかかるヘッダーシール付商品は、
　前記商品外装は直方体であり、
　前記商品外装の稜線(34)と前記シールの前記接着区画部(13)を離隔して貼り付けたもの
であってもよい。
【００１５】
　本好ましい実施態様によれば、商品外装の表面とシールの重なり面積が広くなり、シー
ルの貼り付け状態が安定する。
【００１６】
　以上説明した本発明、本発明の好ましい実施態様、これらに含まれる構成要素は可能な
限り組み合わせて実施することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明にかかるヘッダーシールは、型押しにより形成された癖付け予定線が形成されて
いるので、その他の発明特定事項とあいまって、一度癖付け、すなわち起立区画部の引き
起こし操作をすれば、その後は、起立区画部はなんらの手間をかけることなく起立する。
このためヘッダーシールにあって最大の販売促進表示面である起立区画部が接着面と一定
角度を保持した状態になるという効果を有する。
【００１８】
　本発明にかかるシール付商品は外装に貼り付けられたシールの起立表示部が、一度癖付
けすれば、垂直面や水平面である被着面から一定角度起立する。このため、展示陳列する
場合に、視線とヘッダーシールの伏角が一定範囲に入る陳列高さの範囲が増加する。よっ
て陳列高さ位置に拘りなく、ヘッダーシールの広告宣伝効果が発揮される。さらに、シー
ルが合成樹脂製であって癖付けが保持されるから、その他の発明特定事項とあいまって、
通箱や出荷用箱に箱詰め、及び商品陳列棚の奥に詰めた場合にシールは容易に変形する。
そして、貼り付け後にどこかの段階で一回の癖付け（起立させる操作）をすれば、陳列棚
の最前列に置かれるなど、起立区画部が負荷のない状態に置かれると癖付け状態に起立す
るので、箱詰め等を阻害することなく、かつ、手間なく起き上がるという利点を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１はヘッダーシール６の平面説明図である。
【図２】図２はヘッダーシール６の断面説明図である。
【図３】図３はヘッダーシール付商品１ａの斜視説明図である。
【図４】図４はヘッダーシール付商品１ｂの斜視説明図である。
【図５】図５はヘッダーシール付商品１ｃの斜視説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　以下、図面を参照して本発明の実施例にかかるヘッダーシールとヘッダーシール付商品
をさらに説明する。本明細書において参照する各図は、本発明の理解を容易にするため、
一部の構成要素を誇張して表すなど模式的に表しているものがある。このため、構成要素
間の寸法や比率などは実物と異なっている場合がある。また、本発明の実施例に記載した
部材や部分の寸法、材質、形状、その相対位置などは、とくに特定的な記載のない限りは
、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではなく、単なる説明例にすぎない
。
【００２１】
　図１はヘッダーシール６の平面説明図であり、図２はヘッダーシール６の断面説明図で
ある。
【００２２】
　ヘッダーシール６は基材シート１１からなり、図１の紙面において上から下に順に、起
立区画部１２、接着区画部１３と平行区画部１４に区画される。本発明と本明細書におい
て、発明の説明のために、ヘッダーシール６の平面図における上下左右を、ヘッダーシー
ル６の上下左右とする。
【００２３】
　接着区画部１３は基材シート６の上下方向の中間部分に左右に延びている。接着区画部
１３の裏面に接着剤が付けられて、接着剤層１５が形成されている。接着剤層１５は接着
区画部１３の全領域に設けられてもよく、一部領域に設けられてもよい。接着剤層は連続
して設けられてもよく、不連続で設けられてもよい。連続して設けられる接着剤層の一例
はベタ塗りである。不連続で設けられる接着剤層の形状は散点状や格子状である。
【００２４】
　接着剤層１５は接着区画部１３の全領域に連続して設けられることが好ましい。ヘッダ
ーシール６の製造が容易になるなどの理由による。
【００２５】
　基材シート１１の上部領域は起立区画部１２である。起立区画部１２に広告、宣伝用の
文字や図形が描かれる。起立区画部１２はヘッダーシール６の機能を発現する中心部分で
ある。
【００２６】
　起立区画部１２と接着区画部１３は接している。第一境界線１６が起立区画部１２と接
着区画部１３を区画している。第一境界線１６は基材シート１１の左輪郭線２１と右輪郭
線２２を結ぶ直線である。
【００２７】
　基材シート６の下部領域は平行区画部１４である。平行区画部１４は接着区画部１３と
接している。平行区画部１４と接着区画部１３は直線で接していてもよく、曲線で接して
いてもよい。図示したヘッダーシール６にあっては、平行区画部１４と接着区画部１３は
第二境界線１７で区画されている。第二境界線１７は直線である。
【００２８】
　第一境界線１６に表面側から刃を押し当てて凹みを付けることにより、癖付け予定線１
８が形成されている。癖付け予定線１８は第一境界線１６に重ねて形成されている。癖付
け予定線１８の左端は第一境界線１６の左端に一致し、癖付け予定線１８の右端は第一境
界線１６の右端に一致している。
【００２９】
　癖付け予定線１８を形成したので、起立区画部１２の表面側と接着区画部１３の表面側
が谷を作る向きに引き起こし操作を行うと、起立区画部１２が起立状態に癖付けされる。
つまり、一度癖付け操作を行えば、起立区画部１２が遊離状態にあるかぎり、当該起立状
態が保持される。また、外力が作用して起立状態が変化しても外力が取り除かれると起立
状態に戻る。遊離状態とは外部負荷の無い状態である。ヘッダーシール６を貼り付けた商
品を重ね合わせるなど、起立区画部と接着区画部が一の平面となる方向に外力が加わる状
態は、非遊離状態である。
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【００３０】
　図２を参照して、起立区画部１２に何らかの力を負荷しない状態すなわち遊離状態で、
起立区画部１２は接着区画部１３に対して起立角１９で起立状態を保持する。起立角１９
は３０度以上６０度以下である。この角度範囲にあれば、ヘッダーシール付商品を展示、
陳列する場合の視線とヘッダーシールの伏角が妥当な関係になる範囲が広がる。ここで、
起立角は接着区画部を水平状態としたときの値である。起立角１９は、起立区画部が水平
面と作る２つの角度の中で数値の小さい角度である。また、起立区画部１２には重力のみ
が作用している。
【００３１】
　平行区画部１４はヘッダーシール６の機能を発揮する副次部分である。ヘッダーシール
６を商品外装に付着する態様いかんにより、平行区画部１４は商品外装の外部空間に位置
付けられる。
【００３２】
　ヘッダーシール６は剥離材２３に貼り付けられている。
【００３３】
　基材シート１１は合成高分子樹脂製のシートである。合成高分子樹脂としてはＰＥＴ（
ポリエチレンテレフタラート）、ＰＥ（ポリエチレン）、ＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＶ
Ｃ（ポリ塩化ビニル）などが挙げられる。基材シート１１は、通常、透明、有彩色、無彩
色のいずれでもよい。基材シート１１は上記の中で透明が好ましい。商品外装の本来の表
示の視認性を妨げないからである。「本来の表示」とはヘッダーシールを貼り付けない状
態で商品外装に記されている表示を意味する。
【００３４】
　また、本発明と本明細書において、「透明」とは可視光透過性を有することを言う。具
体的にはシールに覆われた商品外装に記された文字や図柄を確認できる状態となるシール
の性質を透明という。
【００３５】
　基材シート１１の厚さは特に制限はないが、通常２５μｍ以上７５μｍ以下、好ましく
は４０μｍ以上６０μｍ以下である。この範囲にあれば、癖付け予定線が有効に機能し、
また、実用の大きさで起立区画部や水平区画部が平面を保持できるからである。
【００３６】
　起立区画部１２に文字、図形などの印刷を施す。例えば、「Ｎｏ．１」「おすすめ」「
注目」などの文字、星の図形などを例示できる。
【００３７】
　印刷を施した結果、起立区画部１２に在る透明部分の合計面積が起立区画部総面積の、
通常１０％以上９５％以下、好ましくは５０％以上９０％以下である。この範囲にあれば
、商品外装の本来の表示の視認性を妨げないからである。
【００３８】
　平行区画部１４に文字、図形などの印刷を施す場合がある。印刷を施した結果、平行区
画部１４に在る透明部分の合計面積が起立区画部総面積の、通常１０％以上９５％以下、
好ましくは５０％以上９０％以下である。この範囲にあれば、商品外装の本来の表示の視
認性を妨げないからである。
【００３９】
　接着剤は例えばアクリル系の粘着剤である。接着剤は印刷や塗装により積層できる。接
着剤は接着区画部１３の望む領域にのみ積層してもよく、あるいは基材シート１１の全面
に積層した後に不要部分を糊殺し処理をしてもよい。接着剤は透明が好ましい。透明な基
材シートの使用とあいまって、商品外装の本来の表示の視認性を妨げないからである。
【００４０】
　基材シートと接着剤を透明とし、起立区画部及び／または平行区画部に一定の透明部分
を存置すると、商品外装の本来の表示の視認性を確保できる。これは、商品外装に必須表
示が求められる場合に好都合である。特に商品が医薬品である場合には法定の必須表示が
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義務付けられるから、上記したヘッダーシートの透明及び起立区画部などの透明部分存置
の態様が好ましい。必須表示の一例は、「第３類医薬品」である。
【００４１】
　図３はヘッダーシール付商品１ａの斜視説明図である。ヘッダーシール付商品１ａは商
品外装３１にヘッダーシール６が貼り付けられている。商品外装３１は直方体でありその
天面３３と側面３２の交差する線が稜線３４である。ヘッダーシール６の接着剤層によっ
て接着区画部１３が側面３２に固定されている。
【００４２】
　接着区画部１３は稜線３４から離隔している。このように離隔すれば、接着区画部の全
領域が商品外装と接触し、貼り付け状態が安定するという利点がある。また、接着剤の露
出に起因するヘッダーシールへの埃などの付着が防止される。
【００４３】
　起立区画部１２は癖付け予定線及び癖付け操作に依存して側面から上方に向かって一定
角度起立している。こうして、高所からの視線と起立区画部の伏角が調整されている。し
たがって、起立区画部１２に表示された印刷文字２６は視認性が向上し、その宣伝、広告
効果を発揮する。
【００４４】
　ヘッダーシール６の接着区画部と接着剤は透明である。商品外装に必須表示３６が印刷
されている。必須表示３６に接着区画部が一部被さっているが、被覆は透明であるから視
認性が妨げられない。
【００４５】
　平行区画部１４は側面３２の延長面に立ち上がっている。平行区画部１４は、宣伝広告
を行う面として使用できる。
【００４６】
　本発明において、商品外装とは、商品包装箱の外観、商品自体の表面、商品を収納した
容器の外観を含むものである。
【００４７】
　図４はヘッダーシール付商品１ｂの斜視説明図である。ヘッダーシール付商品１ｂは商
品外装３１にヘッダーシール６が貼り付けられている。商品外装３１とヘッダーシール６
はヘッダーシール付商品１ａと同じであり、ここでは相違点のみを説明する。
【００４８】
　ヘッダーシール６の接着剤層によって接着区画部１３が天面３３に固定されている。　
接着区画部１３は稜線３４から離隔している。このように離隔すれば、接着区画部の全領
域が商品外装と接触し、貼り付け状態が安定するという利点がある。また、接着剤の露出
に起因するヘッダーシールへの埃などの付着が防止される。
【００４９】
　起立区画部１２は癖付け予定線及び癖付け操作に依存して天面から上方に向かって一定
角度起立している。こうして、高所からの視線と起立区画部の伏角が調整されている。し
たがって、起立区画部１２に表示された印刷文字２６は視認性が向上し、その宣伝、広告
効果を発揮する。
【００５０】
　平行区画部１４は天面３３の延長面に突き出している。平行区画部１４は、宣伝広告を
行う面として使用できる。
【００５１】
　図５はヘッダーシール付商品１ｃの斜視説明図である。ヘッダーシール付商品１ｃは商
品外装３１にヘッダーシール６が貼り付けられている。商品外装３１とヘッダーシール６
はヘッダーシール付商品１ａと同じであり、ここでは相違点のみを説明する。
【００５２】
　接着区画部１３は稜線３４から離隔している。このように離隔すれば、接着区画部の全
領域が商品外装と接触し、貼り付け状態が安定するという利点がある。また、接着剤の露
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【００５３】
　起立区画部１２は癖付け予定線及び癖付け操作に依存して側面から上方に向かって一定
角度起立している。こうして、高所からの視線と起立区画部の伏角が調整されている。し
たがって、起立区画部１２に表示された印刷文字２６は視認性が向上し、その宣伝、広告
効果を発揮する。
【００５４】
　ヘッダーシール付商品１ｃにあって、平行区画部１４は側面３３の一部を被覆している
。例えば、平行区画部を有色透明にすれば、商品の本来の表示を一部カラーで強調するこ
とができる。
【００５５】
　以上、ヘッダーシール付商品が水平の棚面に載置されるものとして説明したが、棚面が
傾斜している場合もある。例えば、商品が足元の斜めの棚に仰向けに配架され、商品前面
が垂直状態より３０度～４５度傾いている場合に起立区画部の見かけの起立角度が水平面
に対して大きくなり、ヘッダーシールの広告宣伝効果が発揮される。
【００５６】
　以上本発明にかかる一実施の形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構
成例はこの一実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計
変更などがあっても本発明に含まれる。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　ヘッダーシール付商品
　６　　ヘッダーシール
　１１　基材シート
　１２　起立区画部
　１３　接着区画部
　１４　平行区画部
　１５　接着剤層
　１６　第一境界線
　１８　癖付け予定線
　１９　起立角
　２１　左輪郭線
　２２　右輪郭線
　２３　剥離材
　２６　印刷文字
　２７　水平面
　３１　商品外装
　３２　側面
　３３　天面
　３４　稜線
　３６　必須表示
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